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Ⅱ 管理職に対する勤勉手当メリット－システムの導入  
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平成２ ３ 年度重点実施事項 

 

 Ⅰ 職員の 特性を 活か す 人事異動の 実施 

    人材育成基本方針（（ 項目） Ⅲ 任用管理 －２ 人事異動 －(1 )育て る 人事異動）  

              （（ 項目） Ⅵ 少数精鋭の 職場づ く り  

－２ 組織の 機動的な運営・ 職員適正配置 

 

 

 １ ． 新し い 人事運用 

こ れま で の 人事に お い て も 、  

① 全職員を ゼ ネ ラ リ ス ト と し て 幅広く 育成・ 活用を 図る “ 常に 所掌業務の ス ペ シ ャ リ

ス ト た れ” と す る 考え 方。  

② 職員の 特性を 見定め 、 そ れを 活か し て 育成・ 活用を 図る 考え 方、  

の 両者を 考慮し て 行わ れて き た 。  

地方自治体の 職員と し て 、 ①は他で も なく 重要な理念で あ る 。  

 

し か し 、 昨今の 行政組織は、 複雑多様化す る 業務に 少数精鋭の 職員で 挑ま なけ れば なら

ない こ と か ら 、 今後、 ②の 色合い を 深め 、 業務に 精通し た “ ス ペ シ ャ リ ス ト ” を 意図し て

育成し 適所に 配置す る こ と に よ り 、 組織力の 向上を 目指そ う と す る も の で あ る 。  

 

 ≪イメージ≫ 

 
 
 

                             

概ね６年間で 

３つの部門を経験 

 
 

適所に人事異動 

          （以後、既存職員） 
 
                    
 
 
 
 
 

職員の意向や適性等を判断 

基本的に同一部門内で異動 

専門的熟練要員に育成 

経験・資格・適性等に

応じて全庁的に異動 

新規採用職員 
専門職採用 

企画・管理・市民部門 

スペシャリスト 

(Sp) 

既存職員 
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                Spは継続配置が基本となるが、毎年 

                            他職員と同様、意向等を考慮する。 

 

 

適所に人事異動 

 
  他分野を経験 

 
 

戻る 

 

 

 ■ス ペ シ ャ リ ス ト の 定義 

ス ペ シ ャ リ ス ト と は、専門知識や 経験に 基づ く 熟練を 要す る 業務に 従事す る 職員と し て 、

専門職で 採用さ れた 職員の 他、 職場経験や 自己研鑽等に よ っ て そ の 能力を 認め ら れた 職員

を い う 。  

 

 ■ス ペ シ ャ リ ス ト の 配置 

ス ペ シ ャ リ ス ト の 配置や 異動は、 政策上の 必要性や 業務内容に よ っ て 柔軟に 対応す る べ

き で あ り 、 職員本人の 意向確認等、 所管部・ 課及び 人事所管は、 そ の 配置に つ い て 最大限

配慮す る 。  

   

ま た 、 具体的な配置先に つ い て は、 当運用が 開始さ れ次第、 適宜、 所管部か ら の 事情聴

取を 基に 選定し 、 次期の 人事に 反映し て い く が 、そ の 候補と し て は「 税務部門」「 環境部門」

「 情報管理部門」 等が 想定さ れる 。  

 

 ■ス ペ シ ャ リ ス ト の 育成 

ス ペ シ ャ リ ス ト の 育成は、 全体的に は浅く 、 特定分野に 深い 知識・ 経験を 有す る “ Ｔ 型”

能力の 形成と 考え て お り 、 基礎的実務（ 経理や 契約など ） の 研修や 、 市政に 関す る 重要な

情報の 共有を 怠る こ と なく 、 他分野へ も 適宜異動さ せ る など し 、 市の 全体が 見え ない 、 い

わ ゆる “ Ｉ 型” 能力の 職員と なら ない よ う 配慮が必要で あ る 。  

 

 ■職員の 意向や 適性の 判断 

人事運用を 図る う え で 、 職員の 意向や 適性を 判断す る こ と は重要なこ と で あ り 、 任用や

人事異動の 際に 十分に 把握す る 。 そ の 主な方法は次の と お り と す る 。  

異動内申調書や職員意向調査

表、人事カード等を基に職員の

意向や適性等を判断 

経験・資格・適性等に応

じて全庁的に異動 

既存職員 

基本的に同一部門内で異動 

専門的熟練要員に育成 

スペシャリスト 

(Sp) 



 
- 4 - 

 

 

 ≪把握方法≫ 

  ～既存書類の 活用～ 

① 管理職が 作成す る 「 異動内申調書」  

⇒ 人材育成の 観点に ウ エ ー ト を 持た せ た 判断基準を 設け る 等。  

 

② 本人か ら 提出さ れる 「 職員意向調査表」  

⇒ 異動希望や 自身の 状況等を 把握す る だ け で はな く 、 仕事に 対す る 展望や 適性

等を 把握で き る よ う な設問を 設け る 等。  

  ～新規～ 

③ 「 人事カ ー ド 」  

⇒ 各職員の 学歴・ 異動履歴・ 資格・ 賞罰・ 研修受講歴・ 住所や 家族構成など 、

よ り 細や か な項目を キ ャ リ ア デ ー タ と し て ト ー タ ル 的に 管理す る 為の 「 人事カ

ー ド 」 を 新規に 作成す る 。  

 



 
- 5 - 

 

 ２ ． 人事執行の 役割の 明確化 

■ 限ら れた 人材を 、 組織と し て 最適に 配分す る た め に は、 第一に 全庁的な立場か ら の 大

局的な判断が 不可欠で あ る 。  

 

「 人事所管部長」（ 総務部長） の 役割 

 

■ 一方、 部内の 人事に つ い て は 、 人的資源を 最大限に 活用す る た め に 業務内容や ス ケ ジ

ュ ー ル 管理に 基づ い た 、 綿密な職員管理の も と に 行う 必要が あ る 。  

 

「 各部長」 の 役割 

 

■ こ れら 、 各々が 担う べ き 人事に お け る 役割を あ ら た め て 明確化し 、 そ れぞ れの 役割を

尊重し た 人事を 行う こ と に よ っ て 、 人事全体の 最適化を 推進す る も の で あ る 。  

人事フ ロ ー は次の と お り と なる 。  

 

 ≪イ メ ー ジ ≫ 

 

 

           事前に  

十分に 聴取 

 

協 議 

 
 
 
 

協 議 
 
 
 
 
 
 

■ こ れま で ①・ ②作業は、 ほぼ並行し て 行わ れて お り 、 完全な分離は難し い 。  

  し か し 、 本案（ ２ ． 人事執行の 役割の 明確化） の 目指す こ と は、 ①・ ②の 役割を 明確

化す る こ と で 、“ 人事所管部長及び 各部長が 各々の 責任を 自覚し 、 職員の 能力を 最大限発

揮さ せ る 人事を 行う ” 事で あ り 、 見た 目の 変更よ り ま ず は“ 意識改革” が 重要な要素で

あ る 。  

 

 

 

 

 

各部長 

人事所管 

（ 総務部長）  

 

 

① 各部へ の 人員配置 

=人事(案 1 )= 

 

 

 

市 長 

 

副市長 

決定！ 

各部の 事情 

人事所管 

（ 総務部長）  

最終人事(案) 

② 部内の 人事 

=人事(案 2 )= 
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 ■「 部内人事規定」 の 適正な運用 

現在、「 石狩市職員の 発令及び辞令書の 取扱い に 関す る 規定」（ 平成 2 1 年度） に よ り 、

部に 配属さ れた 職員に つ い て は、 部長が 当該職員の 担当配置発令を 行う こ と が で き る 。  

当初人事に お い て も 、 各部長の 果た す べ き 役割を 改め て 明確化す る こ と に よ り 、 上記規

定の 運用に よ り 、 職員を 活か す人事が 臨機・ 柔軟に 行わ れる よ う 取り 扱う 必要があ る 。  

 

 ■人事に お け る 役割と 留意事項 

   

① 各部へ の 人材配置は専ら 人事所管部長の 決定事項と す る 。  

     ⇒ 但し 、 事前に 各部の 事情を 十分に 聴取す る こ と と す る 。  

   

② 部局内の 人事は各部長の 考え を 十分反映し て 行う 。  

⇒ 但し 、（ 人事所管や 財政所管など ） 関係所管と 協議の う え 行う も の と す る 。 特

に 随時期の 人事に つ い て は、現計予算や 給与事務の 変更に 繋が る こ と も あ る の

で 留意す る 必要があ る 。  

   

※ ①②い ず れに つ い て も 、 市長ま た は副市長と の 協議を 経、 市長決裁に よ り 最終決定

と す る 。  

 
 
 ３ ．「（ 仮称） 人事・ 組織戦略会議」 の 設置 

行政に 与え ら れる 様々な 課題に 柔軟に 対応し て い く た め に は、 状況の 変化に 合わ せ た

“ 組織改編” や “ 人材配置” が 求め ら れる こ と か ら 、 通年で 定期的に 人事や 組織等の 課

題に つ い て 検討・ 協議す る 「（ 仮称） 人事・ 組織戦略会議」 を 設置す る も の で あ る 。  

会議の 運営や メ ン バ ー 構成等に つ い て は、 そ の 効果が 十分発揮さ れる よ う 検討し て 取

り 進め る 。  
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Ⅱ 管理職に 対す る 勤勉手当メ リ ッ ト -シ ス テ ム の 導入 

人材育成基本方針（ 項目） Ⅳ 給与制度の 運用－1 能力・ 業績を 重視し た 制度へ の 転換  

                  －2 適正な手当支給 

（ 項目） Ⅷ 人事評価制度 

 

■勤勉手当の 運用状況 

  ≪現状≫ 

【 石狩市職 員の 給与に 関す る 条例】 第 2 0 条 

【 石狩市職員の 給与の 支給に 関す る 規則】 第 1 8 条 

（ 勤勉手当）  

⇒ 割合 ～“ 成績率” ×“ 勤務期間率”  

 

○成績率は、 勤務成績に 応じ 、 1 0 0 分の 4 0 以上 1 0 0 分の 9 0 以下 

○期間率は、 勤務期間に 応じ 、 1 0 0 分の 4 0 以上 1 0 0 分の 1 0 0 以下 

 

し か し 現状、勤勉手当に お け る 成績率の 判断基準が 無く 一律 7 0 /1 0 0  × 勤務期

間に 応じ て 1 0 0 /1 0 0 か ら 4 0 /1 0 0 ま で の 期間率で 運用さ れて い る 。  

 

 

 成績率の 判断基準を 設け 、 勤勉手当の 適正な運用（ ＝メ リ ッ ト -シ ス テ ム の 導入） を

目指す 必要が あ る 。  

 

 

■メ リ ッ ト －シ ス テ ム （ 成績主義） の 導入 

   ≪勤務成績の 評定≫ 

地方公務員法第 4 0 条第１ 項 

任命権者は、 職員の 執務に つ い て 定期的に 勤務成績の 評定を 行い 、 そ の 評定の 結果に 応じ

た 措置を 講じ なけ ればなら ない 。  

 

本市に お い て も 、 平成１ ９ 年度か ら 人事評価制度の 導入へ 向け た 検討と 試行を 行っ て

き た 。 本市の 人事評価制度は、 業務目標に 対す る 達成度か ら 、 職員の 勤務成績（ 業績）

を 評定す る も の で 、 職員の 能力と 組織力の 向上を 目的と し て お り 、 評価結果を 給与処遇

に 活用す る こ と は、 そ の 目的を 達成す る た め の 手段・ 方法の 一つ で あ る 。  

 

こ れら を 考慮し 、 メ リ ッ ト シ ス テ ム の 導入に 欠か せ ない 勤務成績の 判断基準に は、 人

事評価結果を 活用す る も の で あ る 。  

 

≪国・ 道の 勤勉手当も 、 人事評価の 結果を 成績率の 基準に 用い て い る 。 ≫ 
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≪人事評価試行の 検証に つ い て ≫ 

  平成２ ２ 年度は人事評価制度の 試行を １ 年見送り 、 過去３ 回の 試行の 検証と 今後の 取組を

検討し て き た 。  

 

①試行の 検証 

    試行の 検証と し て 行っ た ア ン ケ ー ト 調査（ 回答率 6 6 ％） の 結果、 人事評価の 趣旨は

理解し て お り 、 制度の 効果に つ い て は概ね肯定す る 意見が 多数で あ っ た が 、 一方で 「 本

来掲げ ら れた 制度の 目的が 形骸化し て お り 、“ 評価す る 事自体” や“ 業務管理” が 目的化

し て い る 」 と い っ た 指摘も 見ら れた 。  

ま た 、 試行全体を 通し て の 意見や 今後必要な取り 組みに 関す る 意見と し て は、「 評価結

果を 人事や 給与処遇に 反映さ せる べ き 」 と の 意見が 多く 見ら れた 。  

以上の こ と か ら 、 試行に よ り “ 評価の 対象” や “ 評価の 方法” と い っ た 制度を 構成す

る ２ つ の 要素に つ い て は、 概ね構築さ れて い る と 判断し て い る 。  

残さ れた 課題は、 評価結果を ど の よ う に 活用す る か “ 評価結果の 活用” を 具体化し た

う え で 、 職員の 理解と 納得を 得、 制度の 運用を 開始す る こ と と 考え て い る 。  

 

②今後の 取組 

   検証の 結果か ら 、 評価結果を 人事や 給与処遇へ の 活用を 図る 事が 課題で あ り 、 さ ら に

勤勉手当の 適正な 運用を 図る う え で も 勤務成績（ 業績評価） が 求め ら れる こ と か ら 、 本

取組を 提案す る こ と と し た 。  

  今後、 実際に 評価結果が 給与処遇に 反映さ れる と い う 意識の も と 再度試行を 行い 、 目

標設定か ら 評価決定ま で の プ ロ セ ス を 今一度確認す る 必要が あ る 。  

 

 

≪管理職へ の 導入に つ い て ≫ 

管理職は、 能力や 勤務成績に 一定評価を 得て 選考さ れた 職員で 、 地方公務員法第５ ２

条第３ 項に 規定す る 重要な職責を 担い 、 そ の 報酬（ 管理職手当） を 受け る 職員で あ り 、

そ の 職責か ら 、 達成す べ き 目標が 組織の 施策レ ベ ル や 組織の 運営と い っ た レ ベ ル で 評価

さ れる 立場に あ る こ と 、 又、 こ れま で ３ 年間の 試行を 経て い る こ と か ら 、 平成２ ３ 年度

は勤勉手当へ の 反映を 含め た 試行を 行い 、 平成２ ４ 年度１ ２ 月の 勤勉手当か ら の 導入を

予定し て い る 。  

 

≪一般職へ の 導入に つ い て ≫ 

一方、 多種多様な実務を 担う 一般職に つ い て は、 人事評価の 試行が 未実施で あ る 現状

か ら 、ま ず は管理職に 導入し 、そ の 結果を 踏ま え る と 共に 、人事評価制度の 熟度を 上げ 、

全体へ の 導入に つ い て は、 そ れら の 検証を 踏ま え て 検討す る 。  
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≪成績率≫ 

 

■ 成績率の 区分は、 人事評価制度の 評価結果区分（ Ｓ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ） の ５ 段階と し 、

勤勉手当の 総額が、 全職員の“ 給与月額+扶養手当+地域手当” の 1 0 0 分の 7 0 以内（ 条

例第 2 0 条第 2 項の 規定を 遵守） と なる よ う 割り 振る 。  

 


